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令和６年度 

福島地方最低賃金審議会 

第２回非鉄金属製造業専門部会 

議 事 録 
 

日  時：令和６年１０月８日(火) 

１３:３０～１５:４０ 

                      場  所：福島第二地方合同庁舎１階会議室 

                        出席者：(公)森谷、熊沢、元井 

 (労)遠藤、大越、木村 

 (使)岩崎、小松、鈴木 

 

１ 開  会  

（部 会 長） 定刻よりは早いのですが、皆さんおそろいのようですの

で、始めさせていただきます。 

これより第２回非鉄金属製造業最低賃金専門部会を開会し

ます。 

議事に入る前に、事務局は定足数の確認をお願いします。 

（補 佐） 本日は、全員の委員が出席されていますので、最低賃金審

議会令第６条第６項の規定により、本専門部会が有効に成立し

ていることを報告いたします。 

 

２ 議  事 

（部 会 長） それではこれより議事に入ります。 

 

（１）配付資料の説明について 

（部 会 長） 本日配付されている資料について、事務局から説明をお願

いします。 
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（室 長） 初めに、合同部会において、お話のありました影響率の資

料につきまして、１，０２０円までのものを用意しましたの

で、差し替えをお願いします。合同部会を欠席されておりまし

た木村委員と小松委員のお二人には差し替えたものを置かせて

いただいております。 

前回配布しています資料の３９ページからになりますが、３

９ページと４０ページ、４１ページを見ていただきますと、一

番上の段が３業種とも同じ数字になっておりました。これは、

非鉄金属製造業の数字をコピーしてしまっていたものであり、

今日用意しました資料の数字が正しいものになっています。両

面印刷の関係で４２ページまでのものを用意しましたので、差

し替えてください。誤っている資料はこちらで処分しますの

で、机に置いて行っていただきますようお願いします。 

資料の下のページ数は、９月２６日の合同部会で配布した資

料からの続きページとなっています。 

今回配布しております資料は、福島県企画調整部統計課が９

月３０日に公表したものになりますが、１１７ページから、最

近の県経済動向で、１５０ページからは福島県鉱工業指数月報

になります。最近の県経済動向の概況としては、１１８ページ

に書かれているとおり「県内景気は、足踏み状態になってい

る。」と分析されています。福島県鉱工業指数月報の概況とし

て、１５３ページに書かれていますが、令和６年７月分速報と

しまして、生産が１０３．０で前月比△０．９％と低下、出荷

が１１４．０で前月比＋３．５％と上昇、在庫が１２８．５で

前月比△０．２％の低下となっています。 

１６８ページからは、日本銀行が１０月１日付けで公表して

います２０２４年９月の短観（概要）です。 
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１８５ページからは、日本銀行福島支店が１０月１日に公表

しています短観（２０２４年９月調査、福島県分）の要旨にな

ります。 

本日配布しております資料は以上になります。 

（部 会 長） ただいまの説明で質問等がありましたらお願いします。 

（  な  し  ） 

 

（２）金額審議について 

（部 会 長） 次に金額審議に移りますが、金額審議に当たってお願いが

ございます。 

特定最低賃金は、労使の合意があって決定され、状況に即し

て改正されます。その趣旨に沿って、労使のイニシアティブを

発揮していただき、全会一致の結論となりますようお願いしま

す。 

また、９月２６日の合同での第１回合同専門部会において、

労働者側、使用者側委員の皆様にご了承をいただいております

が、金額審議で金額の提示をされる際は、その金額とした根拠

について簡単なメモで結構ですので部会長に提出をお願いしま

す。そのメモについては、公益委員と事務局で共有させていた

だきますのでコピーを取らせていただきます。また、時間の制

約もありますので、労使双方にも提供してよろしいでしょう

か。 

《異議なしの声》 

（部 会 長） 本日は実質的に初回の審議ですので、金額審議に入る前

に、労働者側、使用者側委員それぞれから、非鉄金属製造業に

おける賃金実態や経済状況等についてご意見をお伺いし、各委

員が共通認識を持つようにしたいと思います。 

その後に金額の審議に入りたいと思いますがよろしいでしょ

うか。 
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《異議なしの声》 

（部 会 長） ご意見をお伺いする前に各側での協議時間を設けた方がよ

ろしいでしょうか。 

（鈴木委員） 使用者側は少しいただきたいと思います。 

（部 会 長） 時間はどのくらい必要でしょうか。 

（鈴木委員） １５分ほどいただければと思います。 

（部 会 長） 労働者側はいかがでしょうか。 

（大越委員） 大丈夫です。 

（部 会 長） それでは、４５分に再開することにいたしますので、一旦

休憩という形にします。労働者側も控室にお戻りいただく形で

お願いいたします。 

【労働者側委員・使用者側委員退室】 

【労働者側委員・使用者側委員入室】 

（部 会 長） 再開することといたします。最初に労働者側各委員から賃

金実態や経済状況等について発言をお願いします。 

（木村委員） 労働側の木村でございます。よろしくお願いします。 

最低賃金が５５円引き上げられて９５５円となりました。今

回、働く労働者の調査ということで、総務省の労働調査、働い

ている方の最低賃金に近い労働者の割合ということで記事を抜

粋したのですが、賃金の基本統計調査の分析で１時間当たりの

所定内給与が最低賃金の１．１倍未満の人の割合を年齢別で見

ると、次のようになっていますということでグラフがありま

す。１５歳から１９歳の方で５１．７％、２０歳から２４歳で

２１．２％という数字が出ています。あと最低賃金というわけ

ではありませんが高齢者の方もかなり働く上での賃金が最低賃

金に近いということも事実あるようです。 

毎回同じような形で申し上げさせていただいておりますが、

今も、円高や色々影響が出ていると思います。ただ、若い人た

ちは、我々非鉄金属のように、汗だくになって悪い環境の中で
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働く人と、最低賃金が同じ状況で金額が同じであれば、きれい

な仕事を選ぶという形になると思います。間違いなく、今の若

い方々は、きれいな仕事を選ぶと思います。でも、福島県で働

く労働者、全部が全部きれいなところで働いているわけでもな

いので、我々みたいな非鉄金属業の工場で働くということが少

なからずいなくてはならないという状況の中だと思います。た

だ、中小企業の方に行くと、最低賃金でどれだけ若い人たちを

雇えるのかなという状況であれば、今少子化になっていて、ど

んどん人口が減っていく中で、我々の事業にしても採用があま

り来ないです。日本の非鉄金属業の技術が若い人たちに伝達し

ていけない状況というのが少なからず出ていると思います。 

福島県の若い労働者の勢いをつけてもらうような形でもあり

ますし、福島県から出ていかないように、人口を流出しないよ

うにしていくためには、最低賃金をそれなりに上げていかなけ

ればいけないと思います。 

今回、最低賃金がかなり上がったので、色々大変なこともあ

ると思いますが、我々のような会社の技術を絶やしてはだめだ

と思いますので、ぜひ、過酷な状況で働く人たちに対しても配

慮していただきながら、福島県内の低所得者の糧になるような

形の金額審議をよろしくお願いしたいと思います。 

 （遠藤委員） 労働側の遠藤です。よろしくお願いします。 

非鉄金属産業のおかれている環境についてお話させていた

だきたいと思います。２０２４年の非鉄金属の市況動向につい

てですが、非鉄金属といっても色々な業種がありますが、亜

鉛、鉛、銅についてはほぼ需給が均衡しておりますが、ニッケ

ルについては供給が需要を上回る状態となっております。１０

月２日の日経新聞で東北の景況感というのが示されていまし

て、短観ですとか、景況感を示す業況判断指数ＤＩなど示され

ていますが、東北の景況感が２期連続で改善しているという記
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事を見ました。改善幅は２０２１年６月調査以来、３年３ヶ月

ぶりの大きさということで、要因は、半導体関連事業の回復に

よって、非鉄金属、生産用機械、電気機械といった業種がけん

引役となっているというような記事でした。 

非鉄金属産業のおかれている環境ですが、原材料、エネル

ギー価格の高騰や資源ナショナリズムの台頭、カーボンニュー

トラルに向けた研究・開発、設備投資費用の負担増など、課題

が山積している状況と言えます。これらの課題を解決するうえ

で、その根幹を担っているのが人材と言えると思います。しか

しながら、少子高齢・労働力人口減少社会において、非鉄金属

産業における人材の確保はし烈を極めていると言えると思いま

す。この件について、労使共通の認識を持ち、賃金の底上げの

取り組みを進めて、産業の魅力を高め、人材確保につなげてい

くことが、今まさに求められていることだと思います。 

特定最低賃金の意義・役割について少しお話させていただ

きますが、日本の基幹産業である金属産業の労働の質にふさわ

しい賃金水準を確保することによって、産業の魅力を高め、人

材を確保する観点、労使の社会的使命として、非正規雇用で働

く労働者の処遇改善を諮る観点、産業の健全な発展を諮る観点

などから、特定最低賃金に取り組みを一層強化する必要がある

と考えております。特定最低賃金は地域別最低賃金とは対象

者、役割、機能ともに異なる制度であり、地域別最低賃金が大

幅に引き上げられても、特定最低賃金の代わりを果たすことは

出来ないと考えております。 

今、福島県内も、若い方の県外流出が問題になっていると

思います。今後、産業振興を図っていくために、特定最低賃金

の引き上げは非常に重要だと思っておりますので、私から意見

として言わせていただきました。 

 （大越委員） 連合福島の大越と申します。 
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私の方から、今ほど遠藤さんからありました若い方の県外

流出につきまして、少しお話させていただければと思います。 

令和５年３月に商工労働部の雇用労政課さんがまとめてい

る資料ですが、県外に大学等で進学なさった方が戻ってくる数

字が大変低くなっているという資料がございました。その中

で、どうしたら戻ってくるかというアンケートで、働き先があ

るということ、それなりの賃金であり、環境が整っていること

が挙げられておりました。 

特定最低賃金の非鉄金属は基幹産業でございますので、魅力

ある賃金に引上げして、非鉄金属製造業の労働力不足の解消、

若者を増やすという視点でも、本日の審議を進められたらと思

っております。よろしくお願いします。 

（部 会 長） ありがとうございます。次に使用者側各委員から賃金実態

や経済状況等について発言をお願いします。 

（鈴木委員） 使用者側の鈴木でございます。 

初めに、基本的な考え方から申し上げたいと思います。ま

ず、特定最低賃金についてですが、労使双方のイニシアティブ

によって労働条件の向上に向けて協議していくとされていると

ころですので、そのように進めたいと思いますが、各々立場、

意見が異なるということもありますので、その際は公益委員の

先生方のお力をお借りして、まとめてもらいたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

それから、今年度の地域別最低賃金の結果についても申し上

げさせていただきたいと思います。福島県はご存じのとおり、

過去最高の上げ幅５５円を引き上げて９５５円となったところ

でございます。物価上昇等に伴う引き上げの必要性について

は、労使で共通認識を持ったと認識しております。残念ながら

結果としての引き上げ額については、最後まで合致せず、公益

の先生方から見解をいただく形で決定されたということでござ
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いました。近年、急激な引き上げが続いておりますので、中小

企業の経営への影響が懸念されると同時に、本県が決まった後

の全国的なＣランク地域を中心とした、人材流出への危機感な

どが背景だと思いますが、大幅な引き上げが相次いだ状況です

とか、さらには国会の中でも２０２０年代に最低賃金の全国平

均１，５００円を目指すというのが出ているような状況がござ

いまして、今後の最低賃金制度の在り方がどうなのかなと非常

に心配されるところではございます。 

そういったことを踏まえながら今回の金額審議にあたって、

こちらの基本的な考えとしては、昨年度と変わりませんが、次

の３つを基本に臨んでまいりたいと思います。１つ目は、経済

情勢や雇用・賃金の状況など、客観的な論拠に基づいて議論を

進めさせていただきたいということでございます。出来るだけ

客観性のあるデータで話し合えればと思っております。２つ目

は、中小企業、小規模事業者の視点に配慮した議論を行ってま

いりたいということでございます。皆さんご承知のとおり中小

企業と申しましても従業員３００人のところもあれば、１０人

以下のところもございます。特定最低賃金と地域別最低賃金の

違いについて、先ほど労働者側委員からもお話ございました

が、その一方で、そういった産業と対象労働者の範囲を限定し

て定めるということ等も含めて違いはあるにしましても、共通

点としては、一度決定されてしまえば、決定過程にあずかり知

らない労使関係、今年度の申出に即していえば、労働協約適用

３９．１％の申出が出てきますが、残りの約６０％の労働者は

あずかり知らないところで決定されて強制力が及ぶという点で

は、地賃と同様の性格を持っておりますので、ぜひそこのとこ

ろ、ご考慮・ご配慮いただきながら、中小企業、小規模事業者

に十分に配慮された決定になるように進められればいいなと思

っているところでございます。３つ目は念のためでございます
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が、改正審議に入ったこと自体は特賃を改正するという前提で

はないということを申し上げさせていただきたいと思います。 

続きまして経済情勢に関する認識を申し上げさせていただき

ます。まず始めに国内景気でございます。９月１８日に内閣府

公表の月例経済報告ですと、「景気は一部に足踏みが残るもの

の緩やかに回復している。」となっております。その一方で、

「海外景気の下振れが国内景気の下押しリスクになっている。

物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影

響に十分注意する必要がある。」となっております。ここの部

分については、８月初めにアメリカの景気悪化の懸念の台頭や

日銀の利上げなどで円相場が急騰し株価が急落したということ

も想起させるようなことでございました。 

またその中では、企業収益は総じて見れば改善しているとし

ながらも、法人企業統計季報、４月から６月期の調査ですが、

企業規模によって経常利益の改善に大きな差が見られるとされ

ております。 

次に県内の状況についてでございます。９月１３日の日銀福

島支店公表の、福島県金融経済概況を見ますと、「県内景気

は、緩やかな持ち直しを続けているものの、そのペースは鈍化

している。」７月の公表と同じ表現でございました。また、設

備投資や鉱工業生産の持ち直しの動き、雇用・所得環境の緩や

かな改善の一方、企業倒産の増加について、県内では昨年末以

降毎月８件以上、昨年１年を通じて見るよりも一段多い状況が

続いていることが見て取れました。この企業倒産については、

民間の調査会社の方でも度々報じておりまして、帝国データバ

ンクの今年度上半期の調べでも上半期分だけで５９件、前年度

同期比から２２件増えていることがありまして、県内の企業倒

産は増加傾向が続いているとされておりました。 
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その中、非鉄金属製造業について、福島県鉱工業指数月報、

７月速報分が配布されましたが、ここで業種別の動向を見させ

ていただきますと、生産の面では、季節調整済指数の対前月比

が＋４．５％のところ原指数の対前年同月比は－０．９％と若

干低下しております。出荷の面では季節調整済指数の対前月比

が＋４．２％、原指数の対前年同月比は－３．２％となってお

りました。全体として好調だということでもないのかなと思い

ます。 

また、物価につきましては地賃の審議で活発に議論されたと

ころ、長期間、国内企業物価指数も福島市の消費者物価指数な

どを見ましても、上がっている状況が続いているということは

認識しております。これについては、労働者の生活への影響は

もちろん、企業経費も重大な影響が続いているということで認

識しております。 

こうした中、賃上げについては、防衛的な賃上げが言葉とし

ては定着している状況で、皆さんそれだけ利益があってではな

く、人材確保や従業員の生活のために多くの企業が賃上げをし

ている状況だと理解しております。そのような中、賃上げ原資

確保の鍵を握るとされているものの一つが、価格転嫁というこ

とだと思いますが、こちらも民間調査会社の調査結果を見ます

と、７月分の東北６県企業の実態調査というものの結果が公表

されております。多少なりとも価格転嫁出来ている企業が約８

割、まったく出来ていないが約１割という結果の一方で、コス

ト上昇分に対する販売価格への転嫁度合を示す価格転嫁率、こ

ちらは約４割強になっていて、残りの６割弱は相変わらず企業

が負担している状況となっております。これは２月頃の県内企

業の実態調査の結果も見たのですが、ほぼ同じような状況が続

いていると認識いたしました。 
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県内事業者に聞き取りをしましても、パートナーシップ構築

宣言ですとか、公取のガイドライン等の取組の効果もあるの

か、原材料分が転嫁されるようになってきたという声も確かに

ありますが、その一方で県内労使、あるいは中小と小規模の間

の取引はなかなか転嫁されづらい、大手との間でも人件費の部

分についてはなかなか厳しいということ、長く続くと毎年毎

年、転嫁を求めてばかりもいられないということもございま

す。なかなか難しい状況が続いていると思っております。価格

交渉力が相対的に弱い、生産性の向上もなかなか進まないとこ

ろもある、中小、小規模事業者にとって、今後防衛的な賃上げ

がどのくらい続けられるのか、余力について心配されるところ

でございます。 

こうした懸念をもって見ていきますと、配布された資料の中

でも、最低賃金に関する実態調査の結果の中でも、非鉄金属製

造業で心配になる箇所がございました。一つは未満率です。前

回の資料３８ページにございますが、非鉄の現行９４５円に対

する未満率は５．９％ということで、対前年度比２％増えてお

ります。ちなみに地賃は同じ１．６％でございました。それか

らもう一つ、１時間当たり賃金額の特性値が３２ページにござ

いますが、他の２業種と比べても非鉄金属の部分が、規模別で

特に１～９人の企業を中心に前年数値を下回っているようでし

た。下位のところの分布が下に下がっているという状況が見ら

れました。統計上の詳細な理由は色々あると思うのですが、表

面に現れたものを見ると気になるところではあります。 

長くなりましたが、経済情勢、賃金引き上げについての認識

を申し上げさせていただきました。私の発言を総括させていた

だきますと、国内、県内共に、全体の景気は緩やかな回復、持

ち直しの動きが続いている一方で、企業規模による格差、企業

倒産の増加等も見られる中、物価高騰や世界情勢、金融動向
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等、先行き不安の要素も多い、こうした状況下で、非鉄金属製

造業の特定最低賃金についてですが、業界全体として数字上、

特別に好況だという様子がなかなか伺えないところ、人件費等

の価格転嫁がなかなか進まない中小企業、小規模事業者にも十

分に御配慮いただいて、慎重に決定していく必要がある、そう

いう協議をお願いできればと思っております。以上です。 

（小松委員） 川金ダイカスト工業の小松と申します。 

皆さん大手企業さんの前で私どもの話をするのは大変恐縮で

すが、簡単にお話しさせていただければと思います。 

私どもの会社は白河市に本社を置く、従業員２００人以下

で、資本金が１億円の中小企業であります。業種としては鋳造

業、アルミダイカスト製品を作っております。シェアに関して

は自動車部品が５０％、船の部品が３０％、２０％がバイクの

部品になっております。 

近況の状況をお話ししますと、特に大所であります自動車に

なりますが、昨年からカーメーカーさんの色々な不正問題等が

発覚して、車の販売に関しては業績不振という形で近況も続い

ております。また、原料高、エネルギーコスト上昇分というこ

とで、会社としても経営が厳しい状況に陥っております。先ほ

どの話でもありましたが、得意先に関して価格転嫁の申出をし

ていますが、なかなか近況の値上げ分を吸収できるような交渉

には、まだ至っていないということが現状です。特に労務費に

至ってはエビデンスという資料をベースにメーカーさんと交渉

するのですが、なかなか「うん」と言ってくれないのが実態で

す。 

今日は、特に人件費、専門部会という形で労務費の件で来て

おりますので、皆さんの意見を頂戴しながら協議を進めて参り

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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（部 会 長） ありがとうございます。双方から賃金実態、認識について

お話をお伺いしたところですが、労働者側・使用者側から発言

内容について質問等ございますか。 

（  な  し  ） 

（部 会 長） 公益としては、労働者側・使用者側からの賃金実態や経済

状況等の発言内容について、それぞれ受け止めながら金額の審

議を進めますので、円滑な審議の進行にご協力をお願いしま

す。 

それでは、金額の審議に入りたいと思います。審議の展開

によっては、労使で話し合う場を持っていただくことも考えて

おりますが、まずは、例年どおり、労働者側から先に金額審議

に入ることとしてよろしいでしょうか。 

《異議なしの声》 

（部 会 長） それでは第１回目の金額審議を行いますので、事務局は使

用者側委員を控室へ案内してください。 

 

＜金額審議＞ 

 

（部 会 長） それでは、使用者側の金額提示を労働者側にお伝えしたと

ころでございます。 

労使協議を行いたいという労働者側の申し出について使用者

側でお受けいただけるということでしたので、これから労使協

議に入らせていただきます。 

一旦、休会という形をとらせていただきます。随時、事務局

から状況の確認で入らせていただくこともあるかと思います

が、そのような形でよろしくお願いいたします。 

【労働者側委員・使用者側委員退室】 

【労使協議】 

【労働者側委員・使用者側委員入室】 
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（部 会 長） それでは再開いたします。 

労働者側、使用者側、労使の協議をいただきありがとうござ

いました。今日はこれで終了ということでよろしいでしょう

か。 

それでは、次回専門部会において、全会一致で結審できるよ

う、次回開催までに労働者側、使用者側ともに十分検討・協議

をお願いします。 

 

（３）事務局からの連絡 

（部 会 長） 今後の日程等について事務局から説明してください。 

（室 長） 次回、第３回非鉄金属製造業最低賃金専門部会につきまし

ては、１１月６日（水）１０時００分から福島第二地方合同庁

舎３階会議室において開催いたします。 

委員の皆様には、ご多忙のところ恐縮ですが、出席方よろし

くお願いいたします。 

 

３ 閉  会 

（部 会 長） それでは、これにて本日の専門部会を閉会とします。 

  


